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令和6年12月
釜石市　保健福祉部　こども家庭課

様式第1号
令和　　年　　月　　日
　
参加申込書（兼参加資格誓約書）
　
釜石市長　小野　共　様
（参加者）商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地

　釜石市放課後児童クラブ運営業務プロポーザル実施要領に基づく提案者として参加を申し込みます。また申込に当たり、下記の参加資格を全て満たしていることを誓約します。

記

(1)　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項の規定に該当しな
い者であること。
　(2)　会社更生法（平成14年法律第154号）、民事再生法（平成11年法律第225号）等
の適用を申請した者にあっては、同法の規定に基づき更正又は再生手続き開始決定
がなされていること。
　(3)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第
2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。
　(4)　「釜石市放課後児童クラブ運営業務委託仕様書」の業務内容を確実に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有していこと。
　(5)　児童期の保育に関する指導体制、社員の教育、安全・衛生管理体制、事故発生時の保証体制、社員・職員が欠けた場合の即時サポート体制が確立されていること。
　(6)　放課後児童クラブの意義や特色を十分理解し、その円滑な実施に協力できること。
　(7)　3年以内に自治体から指名停止の措置を受けていない者であること。
　　 （基準日　令和6年12月1日）


様式第2号
令和　　年　　月　　日
　
質 問 書
　
釜石市長　小野　共　様
（参加者）商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地

（担当者）所属・役職名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話
          　　　　　　　　　　　　　E-mail

　釜石市放課後児童クラブ運営業務プロポーザルに関し、次の事項について質問します。

	番号
	質問項目
（実施要領、仕様書該当ページ）
	質問内容

	
	
	

	
	
	

	
	
	



※1　番号は提案者ごとに通し番号としてください。
※2　電子メールで送信してください。なお、送信後に電話で事務局までご連絡ください。				



様式第3号

提案書

※以下を含んだ内容を、任意様式Ａ４判縦（両面印刷）15枚（30ページ）を上限としてまとめてください。

1．運営に対する考え方について
　①放課後児童クラブを運営するにあたっての基本方針　　　　　　　　　　　　　　　　
②児童の健全育成についての考え方・取組みについて
2．放課後児童クラブ運営業務の実績について
　①放課後児童クラブ運営業務の実績数
②業務を受託する際の信頼性、確実性について
3．管理運営等について
①職員体制（配置数、支援員、補助員等）
②勤務体制（通常期、長期休業日等の配置及び勤務体制）
③職員の人材確保及び育成について（人材の育成方法、研修体制、バックアップ体制）
④個人情報保護について
⑤苦情解決及び苦情処理体制
4．事業内容について
　①児童の発達に応じた事業内容や活動について
②配慮を要する児童への支援について
③小学校や市との連携、協力について
④保護者や児童の意見を反映していく体制について
⑤地域との連携について
5．安全対策及び危機管理体制について
　①児童の健康管理に関する取組みについて
②事故の防止や安全対策について
③防災対策及び災害時の対応と体制について
④不審者等の緊急時に対応と体制について
⑤施設の衛生管理について





様式第4号
令和　　年　　月　　日
　
見　積　書
　
釜石市長　小野　共　様
（見積者）商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地

1．契約の目的　釜石市放課後児童クラブ運営業務委託

2．見積金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円


　　内訳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	年度
	金額

	令和7年度運営業務委託料
	



※1　見積金額の内訳について、別紙任意様式により、各年度別に作成し、職員配置人数と経費負担の内訳がわかるように作成してください。
※2　本業務は社会福祉法（昭和26年法律第45号）第2条第3項第2号に規定する第二
種社会福祉事業であり、消費税法（昭和63年法律第108号）第6条第1項に規定す
る消費税非課税事業に該当するため、業務委託料は非課税となります。









様式第5号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通知               号
令和　　年　　月 　日
　
参加資格確認結果通知書
　
所在地
商号又は名称
代表者職氏名

釜石市長　小野　共　　　

先に申請のあった「釜石市放課後児童クラブ運営業務委託」に係るプロポーザル参加資格の審査の結果、下記のとおり認定したので通知します。

記


1．参加資格の有無　　　　　　　　　有　　　　・　　　　　無

2．資格が無いとした理由


